
～保護者の皆様へ～

注意！

１６歳未満のお子様は、
電動キックボードを運転してはいけません。

～16歳未満の者に、提供することも禁止です～

免許がいらないから
乗れるでしょ？

乗れません！

提供運転

・ 16歳未満の者が運転することは禁止です。
・ 16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供（貸し出しや、買い与え
ること等）することも禁止です。

・ 違反した場合は運転者も車両を提供した方も罰せられることがあります。

警視庁交通部

または
警視庁の
サイトへ

運転免許が必要な一般原動機付自転車等と、
運転免許が不要な特定小型原動機付自転車

電動キックボード等には、

があります。

電動キックボードの運転は、16歳になってから！

ボクたちも電動キックボードに乗れるの？
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